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① 環境省におけるRE100の取組

https://www.env.go.jp/earth/re100.html

参考資料１
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② 調達電気における再生可能エネルギーとしての価値の評価

区分 発電種類等
裾切り方式における評価

評価範囲：事業者全体

RE100における評価

評価範囲：メニューごと

ＦＩＴ制度
活用

ＦＩＴ制度対象の発電 × ×

非ＦＩＴ
（卒FIT含む）

大規模水力発電
（3万kW以上）
※揚水発電を含む

× △

中小水力発電
（3万kW未満） ○ ○

太陽光発電 ○ ○

風力発電 ○ ○

地熱発電 ○ ○

バイオマス発電 ○ △

証書利用

ＦＩＴ由来非化石証書
○

※調整後排出係数算定に
使用したもの

○
※トラッキング前提

グリーン電力証書、
Ｊクレジット

○
※調整後排出係数算定に

使用したもの
○
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③ 再エネ電力由来の証書及びクレジット制度

資料：自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第２版（（公財）自然エネルギー財団）
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④ 再エネ電力（証書を含む）を活用した料金メニュー等

資料：自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け電力調達ガイドブック 第２版（（公財）自然エネルギー財団）
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⑤ 家庭用太陽光発電の卒FIT件数等

資料：経済産業省資源エネルギー庁、（一社）太陽光発電協会【左図】
住宅用太陽光発電に係る2019年以降のFIT買取期間終了を契機とした対応について（資源エネルギー庁）【右図】

2019年度に家庭用太陽光発電の卒FITが556千件発生
（推定余剰電力量は約6億kWh/年）
その後は、年間200千件程度（約2億kWh/年）増加見込み

家庭用太陽光発電卒FIT件数の累計 特例太陽光とFIT対象の太陽光の買取期間終了時期と出力／件数

2019年度に発生する556千戸の住宅で発電した電力の1/4が買取対象の場合は約6億kWh
556千戸×4kW×8760h/年×12％×1/4≒6億kWh（設備容量を4kW、年間平均設備利用率を12%で試算）
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⑥ 固定価格買取電力量の推移

資料：経済産業省資源エネルギー庁「なっとく！再生可能エネルギー」より作成

2017年度に約694億kWhの電力が固定価格買い取り。このうち、
2018年5月の非化石証書取引市場で約532億kWhの証書が売り
だされたが、実際の約定量は約515万kWh（約0.01%）
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比較項目 裾切り方式 総合評価落札方式

排出係数

排出係数が一定水準を超える事業者は
入札に参加できない
（一定水準を超えて）より排出係数の
低い事業者にとってメリットがない

より排出係数の低い事業者が有利となり、
排出係数を低減するインセンティブとなり
得る評価が可能
入札価格の引き下げにより、排出係数の
高い事業者が落札可能となる

再エネ導入状況等
（上限を超えて）より再エネを導入して
いる事業者にとってメリットがない

より再エネを導入している事業者が有利
となり、再エネの導入促進のインセンティ
ブとなり得る評価が可能

コスト ※ 現行どおり（裾切りの実施→価格競
争）

予定価格範囲内であるがコストアップの
可能性有（予決令第80条）

評価基準 ※ 現行どおり（毎年度原則として供給区域
別の裾切り基準の作成が必要）

温対計画を踏まえた全国一律の評価基
準の設定も可能（評価基準可視化）

事
務
手
続

調達者
※ 現行どおり（例えば適合証明による入札
参加資格の確認）

やや増加する可能性有
全府省庁で実施するため財務省と包括
協議が必要（予決令第91条第2項）

入札参加者 ※ 現行どおり（裾切り評価項目・内容の適
合証明等への記載）

※ 現行どおり（総合評価の評価項目・内
容の適合証明等への記載）

地方公共団体への
普及促進

※ 現行どおり（裾切り方式の普及） 地方自治法に基づき学識経験者からの
意見聴取が必要（施行令第167条の
10の2第4項）

注１：総合評価落札方式において入札参加制限を設けない場合を想定
注２：排出係数や再エネ導入状況等は目標値（目指す値）まで線形で加点される方式を想定
○：長所 ■：短所 ※：現行と変化なし □：短所の可能性有（現行よりマイナスになる可能性有）

⑦ 裾切り方式と総合評価落札方式の長所／短所


